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１ 補助の概要 
君津市では、家庭における脱炭素の取組を支援することで、地球温暖化対策の推進を

図るため、住宅用設備等を導入する方に対し、予算の範囲内において、導入費の一部を

補助します。 

(1) 予算配分額  ９，５２０，０００円 

(2) 補助対象設備及び補助金額 

補助対象設備 補助金額 

家庭用燃料電池システム（エネファーム） 上限１０万円 

定置用リチウムイオン蓄電システム 上限 ７万円 

窓の断熱改修 

申請者が個人の場合 
補助対象経費の１／４で 

上限 ８万円 

申請者がマンション管理

組合等である場合 

補助対象経費の１／４で 

上限 ８万円×改修を行う戸数 

電気自動車及びプラグイ

ンハイブリッド自動車 
 

太陽光発電システム及び

Ｖ２Ｈ充放電設備を併設 
上限１５万円 

太陽光発電システムのみ

併設 
上限１０万円 

Ｖ２Ｈ充放電設備 
補助対象経費の１／１０で 

上限２５万円 

(3) 受付期間  令和８年４月１日（水曜日）から令和９年３月１日（月曜日）まで 

・閉庁日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで））及び

窓口受付時間外は申請受付を行いません。 

・受付は先着順とし、予算額に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了しま

す。 

・書類に不備がある場合は、すべてそろってから受け付けます。 

(4) 前年度からの変更点 

・申請方法について、窓口での申請に加えて郵送での申請も可能としました。 
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２ 補助対象設備の要件、補助対象経費等 
(1) 家庭用燃料電池システム（エネファーム） 

ア 補助対象設備の要件 

□ 未使用品であること 

□ 燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、ＬＰガス

などから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発

電時の排熱を給湯等に利用できるものであること 

□ 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであるこ

と 

□ 停電時自立運転機能を有するものであること 

イ 補助対象者の要件 

□ 設備の設置について、令和８年度内に着手し、完了すること 

□ 申請者及び申請者と同一の世帯を構成する者に市税の滞納がないこと 

□ 設備の設置費等を負担し、設備を所有すること 

※所有権留保付きローン（残価設定型の契約を含む。）で購入し、所有者が販

売店又はファイナンス会社等である場合を含みます。 

□ 君津市暴力団排除条例（平成２４年君津市条例第３号）第２条第３号に規定

する暴力団員等でないこと 

□ 市内に住所を有する個人であること 

※住民基本台帳への登録の有無（住民票の有無）は問いません。 

□ 申請者以外に住宅の所有者がいる場合、全ての所有者から補助事業の実施に

ついて同意を得ていること 

□ 設備を設置する住宅において、家庭用燃料電池システム（エネファーム）に

対し、申請者又は申請者と同一の世帯を構成する者が、過去に市の同種の補

助金の交付を受けていないこと 

※財産処分制限期間（６年）を経過し、交換又は増設するにあたっては、こ

の限りではありません。  
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ウ 補助対象経費及び補助金額の算出方法 

(ｱ) 補助対象経費 

補助対象経費は、設備本体（燃料電池ユニット、貯湯ユニット等）の購入費、

付属品（給湯器、リモコン等）の購入費、工事費（据付・配線・配管工事等）、そ

の他導入に関して必要な経費とします。 

(ｲ) 補助金額の算出方法 

・値引き等により家庭用燃料電池システムの設置に関する費用の負担がない場合

は、補助対象外です。 

例：新築の請負契約において、施工事業者のキャンペーン等を活用し、無償で

設置する場合 

・消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費に含まれません。 

・国その他の団体から同様の補助金を受ける場合は、補助対象経費から当該補助

金の額を差し引いてください。 

・補助金額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とします。 

・補助金額については、「補助対象経費」と「補助金額の上限（１０万円）」のい

ずれか少ない額とします。 

 【例】 

a 工事費等が５０万円(税抜)で国等から１６万円の補助金を受ける場合 

５０万円－１６万円＝３４万円(補助対象経費) 

「補助対象経費」が「補助金額の上限」を上回ったため、補助金額は１０

万円となります。 

b 工事費等が２０万円(税抜)で国等から１６万円の補助金を受ける場合 

２０万円－１６万円＝４万円(補助対象経費) 

「補助対象経費」が「補助金額の上限」を下回ったため、補助金額は４万

円となります。  
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 (2) 住宅の新築と併せて補助対象設備を導入する方へ 

住宅の新築と併せて(1)の補助対象設備を導入する場合は、当該補助対象設備にお

ける補助対象者の要件に加えて、住宅や補助対象設備に係る契約内容、工事日、住宅

の引き渡し日などによって、補助の対象となるかを判断します。 

下記の場合は補助の対象外となりますので、ご注意ください。 

 

① 住宅の新築と補助対象設備の設置が一体となった契約を締結し、住宅の工事を

令和７年度に開始し、令和８年度に住宅の引き渡し及び補助対象設備の設置工

事を開始したが、補助対象設備の設置工事の開始日及び完了日を確認できない

場合 

② 住宅の新築と補助対象設備の設置が一体となった契約を締結し、住宅の引き渡

しを令和９年度以降に行う場合 

(3) 補助対象設備をリースにより導入する方へ 

補助対象設備をリースにより導入し、所有者がリース事業者である場合も次の補助対

象者としての要件を満たす場合は、補助対象とします。なお、必要書類が異なりますの

で注意してください（７～８ページ参照）。 

   

□ 設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと 

□ リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還

元する契約であること 

□ 次のいずれかを満たす契約であること 

① リース期間が財産処分制限期間（１５ページ参照）以上の契約となっていること 

② ①を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する

契約となっていること  
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３ 申請手続き 
(1) 手続きの流れ 
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(2) 申請方法 （事業者による代行可） 

補助金申請については、事業者による代行が可能ですが、その場合には、担当者の

連絡先がわかる書類(名刺等)を併せて提出してください。 

ア 持ち込み 

窓口の受付時間は、午前９時００分から午後４時３０分までです。 

事業者により複数の申請者の書類を提出する際には、申請順を決めてください。 

イ 郵送（必着） 

申請受付期間内に環境保全課に書類が到着したものを受け付けます。 

君津市役所への到着日と環境保全課への到着日は異なる可能性がありますので、

注意してください。 

郵送先：〒299-1192 千葉県君津市久保２丁目１３番１号 

君津市 経済環境部 環境保全課 
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(3) 必要な書類 

申請にあっては、「アまたはイ」に記載のある書類のほか、「ウ」に記載する書類を

そろえて申請してください。 

 

ア 設備を購入して導入する場合 

□ 君津市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金交付申請書（別記第 1

号様式） 

□ 補助対象設備の概要（別記第１号様式別紙１） 

□ 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書の写し 

□ 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類（カタログ又は仕様書等）の写し 

□ 世帯全員の住民票の写し※ 

※申請日時点で君津市に住民登録されている場合は、不要です。 

□ 同意書（別記第１号様式別紙３） 

□ 補助対象設備の設置費等の支払いを証する書類・内訳書※１の写し※２ 

※１ 導入費用の内訳が不明である場合は、内訳を明らかにする書類を併せ

て提出してください。 

※２ クレジット契約により購入する場合は、販売店が発行する「クレジット

払いによる支払を証する書類（支払い証明書等）」を提出してください。 

□ その他市長が必要と認める書類 

イ 設備をリースにより導入する場合 

□ 君津市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金交付申請書（別記第 1

号様式） 

□ 補助対象設備の概要（別記第１号様式別紙１） 

□ リース事業者における設備の購入費及び工事費が確認できる書類の写し 

□ リース契約書の写し 

□ 貸与料金の算定根拠明細書（別記第１号様式別紙２） 

□ 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類（カタログ又は仕様書等）の写し 

□ 世帯全員の住民票の写し※ 

※申請日時点で君津市に住民登録されている場合は、不要です。 

□ 同意書（別記第１号様式別紙３） 
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□ 法人に係る登記事項証明書（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書）

の写し 

□ その他市長が必要と認める書類 

ウ 共通 

□ 補助対象設備の設置状況が確認できる写真※ 

※設備全体と型式が確認できる銘板等の写真を提出してください。 

□ 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し※ 

※下記のいずれかの書類を提出してください。 

・メーカー発行の保証書の写し 

・メーカー発行の出荷証明書の写し※ 

※メーカーから販売店に設備が納品されていることを証明できれば、書

類の名称は問いません（例：納品書）。なお、問屋などからの証明書で

も可とします。 

・メーカー発行の出荷検査成績書の写し（検査日の記載があるものに限る） 
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(5) 申請書類の記入例 

ア 君津市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金交付申請書 
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イ 補助対象設備の概要 
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ウ 同意書 
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エ 支払い証明書 

  



14 

 

オ 補助対象経費内訳書 
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３ 交付決定 
審査の後、補助金交付の可否について、文書にて申請者に通知します。 

※申請から交付決定までは、１４日間が目安です。 

４ 交付請求 
補助金交付決定通知書を受け取った方は、速やかに「君津市住宅用省エネルギー設備

等導入促進事業補助金交付請求書（別記第３号様式）」に記入・押印の上、君津市役所４

階環境保全課へ提出してください（郵送可、電子不可）。 

５ 補助金振込 
提出いただいた「君津市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金交付請求書（別

記第３号様式）」を基に、補助金を指定の口座に振り込みます。 

※交付請求から口座振込までは、３０日間が目安です。 

６ 処分の制限 
補助事業により導入した財産については、善良な管理者の注意をもって適正に管理を

行ってください。 

また、当該財産については、以下のとおり財産処分制限期間が設けられています。財

産処分制限期間を経過する前に補助対象設備を処分する場合は、環境保全課までご相談

ください。 

・家庭用燃料電池システム（エネファーム） ６年 

・定置用リチウムイオン蓄電システム    ６年 

・窓の断熱改修             １０年 

・電気自動車               ４年 

・プラグインハイブリッド自動車      ４年 

・Ⅴ２Ｈ充放電設備            ５年 


